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「第３回労務費の適切な転嫁のための関係省庁連絡会議」に
おける村井内閣官房副長官からの指示について

内閣官房
新しい資本主義実現本部事務局
中小企業庁
事業環境部取引課

本年６月27日に開催した「第３回労務費の適切な転嫁のための関係省庁連絡会議」において、村井内閣官房副長官から、以下の通り指示があったところ。
1 　各所管省庁は、指針（「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」。以下同じ。）について周知徹底を図っていただいているが、今回、改定・策定した自主行動計画についても、周知徹底を図るとともに、その計画の実施状況についてフォローアップを実施すること。
②　前回既に指針の遵守状況については、実態調査及びその結果に基づく改善をお願いしているが、この作業についても、年末までに完了すること。
③　公正取引委員会が特別調査を実施しているが、公正取引委員会から担当省庁に調査対象事業者について報告させるので、書面調査の回収率の悪い業界については、所管省庁から、回答するよう、しっかり指導すること。
公正取引委員会は、書面調査の結果を見て、必要に応じて立入調査等を実施し、その結果を年末までに取りまとめ、問題事業者に対する対応策について取りまとめること。また、所管省庁も、公正取引委員会が取りまとめた結果、課題があるとされた業種について、更なる改善を働きかけること。
④　中小企業庁は、６月の調査結果を踏まえ、早期に、問題のある発注企業の経営トップに対し、指導を実施すること。

このうち、指示事項①の自主行動計画の実施状況のフォローアップ調査について、令和６年７月17日付事務連絡（別添）において各省に共有する予定である旨を連絡した調査票の例について、別紙のとおり共有する。
ただし、別紙は労務費の価格転嫁に関する調査項目の例として提供するものであり、調査票全体としては、各団体が策定した自主行動計画の実施状況の適切なフォローアップの観点から、自主行動計画に記載された事項に沿って適宜調査項目を検討すること。なお、労務費の価格転嫁に関する調査項目についても、別紙の例に追加することは妨げない。
特に、指示事項①のフォローアップと指示事項②の実態調査を兼ねて実施する場合は、当該業界における指針の遵守状況について実態を適切に把握し、その結果に基づく具体的な改善策が実施できるよう、当該業界の状況を踏まえた調査事項の追加を各省庁において十分に検討し、各団体と調整した上で調査を実施すること。

（本件問い合わせ先）
内閣官房　新しい資本主義実現本部事務局　電話：03-5253-2111（内線 84855）
